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第１章 設計業務の概要 

 

 特記事項による 

 

第２章 総則 

 

２．１ 適用 

 本基本・実施設計委託仕様書（以下「仕様書」という。）は、善通寺市が実施する当該設計業務の委託

に適用する。 

 

２．２ 用語の定義 

（１）「受託者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社又はその

他の法人をいう。 

（２）「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく受託者の一切

の権限を行使することができるもので、受託者が定めた者をいう。 

（３）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、設計業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者

が定めた者をいう。 

（４）「各主任技術者」とは、管理技術者の下で、意匠、構造、積算、電気設備、機械設備等の業務（以

下「各業務」という。）ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受託者が定めた者をい

う。 

（５）「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受

託者が定めた者をいう。 

（６）「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 

（７）「設計仕様書」とは、仕様書、特記事項（特記事項において定める資料及び基準等を含む。）及び

これらの図書に係る質問回答書をいう。 

（８）「特記事項」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 

（９）「指示」とは、発注者が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について、書面によって示し

実施させることをいう。 

（10）「報告」とは、受託者が発注者に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせ

ることをいう。 

（11）「承諾」とは、受託者が発注者に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発

注者が書面により同意することをいう。 

（12）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受託者とが対等の立場で合議す

ることをいう。 

（13）「提出」とは、受託者が発注者に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出す

ことをいう。 

（14）「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が発注者等と面談により、

業務の方針や条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。 



2 

 

（15）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有

効とする。緊急を要する場合はファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日

有効な書面と差し替えるものとする。 

（16）「協力会社」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託するものをいう。 

（17）「簡易な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本等の業務をいう。 

（18）「修正」とは、発注者が受託者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者の負

担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（19）「検査」とは、契約図書に基づき設計業務完了の確認をすることをいう。 

 

２．３ 業務内容の疑義 

受託者は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議し、その指示に従わなければな

らない。 

 

２．４ 管理技術者等 

（１）受託者は、代理人、管理技術者、各主任技術者及び担当技術者を定め、発注者に通知しなければ

ならない。 

（２）代理人と管理技術者は兼ねることができる。 

（３）受託者又は管理技術者は、発注者の指示により、関連する他の設計業務の受託者と十分に協議の

上、相互に協力しつつ、設計業務を実施しなければならない。 

 

２．５ 提出書類 

（１）受託者は、本仕様書で別に定めがある場合を除き、発注者の指示する日までに、関係書類の整備

を完了し、発注者へ提出する。 

（２）受託者が、発注者に提出する書類で、様式が定められていないものは、受託者において様式を定

め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これによる。 

 

２．６ 資料の貸与及び返却 

（１）受託者は、敷地測量図、敷地現況図その他設計業務に必要な資料、基準等で発注者が貸与可能と

判断したもの（以下「設計資料」という。）については、発注者から借り受けることができる。 

（２）受託者は、設計資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は

損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこ

れらに代えてその損害を賠償しなければならない。 

（３）受託者は、設計業務完了時に発注者へ設計資料を返却しなければならない。 

 

２．７ 再委託 

（１）受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに設計業務遂行管理については、これを

再委託することはできない。 

（２）受託者は、簡易な業務を除く設計業務の一部を再委託するに当たっては、当該設計業務の遂行能



3 

 

力を有する者の中から選定しなければならない。また、協力会社が善通寺市の競争入札参加有資格

者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

（３）受託者は、協力会社の設計業務執行体制、経歴等の概要を発注者に提出しなければならない。 

（４）受託者は、協力会社に対し、設計業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければなら

ない。 

 

２．８ 打合せ及び記録 

（１）受託者は、設計業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と常に密接な連絡をとり、設計業務

の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受託者が書面（打合せ議事

録）に記録し、相互に確認しなければならない。 

（２）受託者は、設計業務の進捗状況に応じて、業務ごとに発注者へ中間の報告をし、十分な打合せを

行うものとする。 

（３）受託者は、発注者から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければなら

ない。 

 

２．９ 関連する法令、条例等の遵守 

 受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 

 

２．１０ 関係官公署への手続等 

（１）受託者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公署等への手続の際に協力しなけ

ればならない。また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公署等に対する諸手続が必要な

場合は、速やかに行うものとする。 

（２）受託者は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）等の法令に基づく申請が必要な場合は、申請に

必要な書類の原案を作成し発注者に提出し、また、その申請及び受領に立ち会わなければならない。 

（３）受託者は、関係官公署等との打合せを行った場合は、その内容について、書面（打合せ記録簿）

に記録し、発注者に報告しなければならない。 

 

第３章 設計業務の実施 

 

３．１ 設計業務の着手 

（１）受託者は、契約締結後速やかに設計業務に着手しなければならない。 

（２）受託者は、設計業務の着手にあたり、契約図書等の内容を十分に把握しなければならない。 

（３）受託者は、設計業務の着手時に発注者の指示を受け、次に掲げる事項についてその内容を十分に

把握しなければならない。 

  ア 施設の整備目的 

  イ 設計条件 

  ウ 仕様書及び適用基準等 

  エ 設計対象概算工事費 
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  オ 設計業務の内容 

  カ 意匠、構造、電気設備、機械設備、積算等の各業務の区分 

  キ その他発注者の指示する事項 

 

３．２ 設計業務の内容 

 設計業務の内容は特記事項による。 

 

３．３ 設計業務実施計画書 

（１）受託者は、設計業務実施計画書を契約確定日より 14日以内に発注者へ提出し、発注者の承諾を受

けなければならない。 

（２）受託者は、設計業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、その都度発注者に設計業務実施

計画書（更新版）を提出し、承認を得なければならない。 

（３）受託者は、設計業務実施計画書に基づき設計業務を実施しなければならない。 

 

３．４ 設計業務工程表 

（１）受託者は、発注者と協議のうえ、次の事項を盛り込んだ設計業務工程表を作成しなければならな

い。 

  ア 庁内合意を踏まえたマイルストーン 

  イ 検討項目リスト、検討時期、検討に要する期間、決定時期 

  ウ 設備設計や関連工事を適切に行うために必要な建築図面の範囲及び内容並びに建築図面の概成

時期 

  エ 設計 VEの実施時期及びその実施に必要な資料の内容 

（２）受託者は、設計業務工程表の重要な内容を変更する場合は、その都度発注者に変更設計業務工程

表を提出しなければならない。 

（３）受託者は、設計業務工程表又は変更設計業務工程表に基づき設計業務を実施しなければならない。 

 

３．５ 設計業務の方針 

（１）受託者は「善通寺市新庁舎建設基本計画」（平成 28年 11月）の趣旨を十分に踏まえた設計業務を

遂行すること。 

（２）受託者は、発注者と打合せを行い、施設の整備目的やその内容等を十分に把握し、設計業務を遂

行しなければならない。 

（３）受託者は、材料、工法等について、品質、コスト、工期、安全性等の検討を十分に行い、発注者

に報告しなければならない。 

（４）受託者は、設計業務の実施に当たり、特記事項に示す予定工事費をもって適切なコスト管理を行

わなければならない。 

（５）受託者は、設計業務の実施に当たり、「香川県福祉のまちづくり条例」、「善通寺市景観条例」等の

条例に基づき、すべての人が出来る限り利用可能な建築物の整備に向け、十分検討し施設利用者に

配慮した設計業務を行うこと。 
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３．６ 適用基準等 

（１）受託者は、設計業務の実施に当たっては、特記事項に示す基準等（以下「適用基準等」という。）

に基づき行うものとし、これ以外の基準等を使用する場合は、発注者の承諾を得なければならない。 

（２）受託者は、適用基準等により難い工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ発

注者の承諾を得なければならない。 

（３）受託者は、設計に係る計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記する

ものとする。また、電子計算機によって設計に係る計算を行う場合は、プログラムについて、あら

かじめ発注者に報告しなければならない。 

 

３．７ 設計内容の詳細化と各業務間の設計内容の調整等 

（１）受託者は、設計の着手に当たっては、現場実態を充分に把握し、それぞれに応じた設計及び工事

施工に必要となる計画の立案等を行い、可能な限り設計図書の詳細化を図らなければならない。 

（２）受託者は、設計意図について可能な限り詳細化を図り、設計図書内に記載（可能な限り設計図面

として図示）しなければならない。 

（３）各業務の担当技術者は、各業務間相互の設計内容について十分に打合せを行い、設計内容の調整

を行わなければならない。 

 

３．８ 設計仕様書等と設計内容が一致しない場合の修正義務 

 受託者は、設計の内容が設計仕様書又は発注者の指示、若しくは受託者と発注者との協議や打合せの

内容に適合しない場合において、発注者から修正を求められたときは速やかに応じなければならない。 

 

３．９ 設計 VEの実施 

（１）受託者は、発注者が設計 VEを実施する場合は、これに協力しなければならない。 

（２）前項の設計 VEの適用及び内容は特記事項による。 

 

３．１０ 工事発注に関する支援 

受託者は、工事の発注方法、発注スケジュール、設計説明書の作成等、発注者が行う工事発注計画に

ついて、協力しなければならない。 

 

３．１１ 設計業務の成果物 

（１）受託者は、設計業務が完了したときは、遅滞なく特記事項に定める成果物を業務完了報告書及び

委託完了届とともに発注者に提出しなければならない。 

（２）業務完了報告書の記載事項は、次のとおりとする。なお、基本設計段階の業務完了時においても、

以下に準じた基本設計業務完了報告書を提出すること。 

  ア ３．４に定める設計業務工程表（実施を朱書きしたもの） 

  イ 納品書 

  ウ 協議書 

  エ その他、発注者の指示する事項 
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（３）受託者は、成果物に、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはなら

ない。これにより難い場合は、その理由を明確にし、あらかじめ発注者の承諾を得なければならな

い。 

（４）受託者は、監理業務実施者が、工事請負者等に適切な指示を行えるよう、意匠、構造、積算、設

備等の設計内容等をわかりやすいように整理しなければならない。 

 

３．１２ 検査 

（１）受託者は、発注者に対して設計業務の完了を委託完了届により通知するときまでに、特記事項に

定める設計等の委託に係る書類を発注者に提出しておかなければならない。 

（２）受託者は、検査日等の通知があった場合は、その検査に立ち会わなければならない。 

（３）発注者は、管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

  ア 設計業務成果物の検査 

  イ 設計業務管理状況の検査（設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。） 

 

第４章 その他 

 

４．１ 「業務カルテ」の登録 

（１）受託者は、特記事項で業務カルテの登録を求められた場合は、公共建築設計者情報システム（以

下「PUBDIS」という。）に、当該設計業務の登録手続を行わなければならない。 

（２）上記の登録手続は、業務完了後 10日以内に行うものとする。 

（３）受託者は、上記の登録手続を行う前に、PUBDIS に基づき作成した「業務カルテ」を発注者に提示

し、確認を受けなければならない。 

（４）受託者は、「業務カルテ受領書」の写しを（社）公共建築協会から発行されたら、速やかに発注者

に提出しなければならない。 

 【登録先】 

 〒104-0033 東京都中央区新川 1-24-8 東熱（TN）新川ビル 6F 

 一般社団法人 公共建築協会 公共建築設計者情報センター 

 

４．２ 守秘義務等 

（１）受託者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、発注者の承諾なく成果物（未完成の成果物及び

業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 

（２）受託者は、積算業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければ

ならない。 

 

４．３ 秘密の保持等 

（１）受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 

（２）受託者は、発注者の承諾を受けた場合を除き、設計図書等や施工の記録等を工事監理業務の目的

以外に使用してはならない。 


